
「主⼈に内緒で保険と⾞の名義を換えたいのですが、この電話ですぐに出来ますか？」

保険代理店という職種を営んでいると⾊々な事柄・情報・ニュースが毎⽇⼊ってきます。
そのうちの⼀つについて、お話しします。
相談できる⼈がいない。相談するにはどこに⾏けば良いのか分からない。
このようなお話しがよくあります。
保険そのものの不明点、⼼配、どの種類の保険をどれだけ？等々これは私どもでおおよそ
対応が出来るよう最善の努⼒をている中でそんなご相談も⽇常業務のパートでもあります。
しかし、いただくご連絡や相談は、これだけに留まりません。仕事に関する事柄から雇⽤問題
業務申請や許認可、取引先とのコラボレーション、紹介、家族間の問題（相続等）も多くあります。

例えば、離婚についてのご相談もよくある項⽬です。あるお客様の奥様から「主⼈に内緒で保険と
⾞の名義を換えたいのですが、すぐ⼿続きして下さい。忙しいので電話でお願いします。」
とのご依頼ですが、ご主⼈の名義の⾞と保険を勝⼿には名義変更できません。とやんわりと出来ない
理由をご説明しなら事情をお聞きすると離婚の準備を密かにしている。
後は⾃動⾞保険と⾃動⾞でほぼ完了？らしいところまで出来たらしいのですが、法律は法律です
ので、その説明でご理解頂けたと思っています。このケースはそれほど命の危機ではありませんが、
⼦供を連れて拉致するように家出し、連絡が取れず、⾏⽅不明状態が⼀年続いているとか、授乳中の
⺟親に殴る蹴るの暴⾏をはたらく夫とか、仕事もろくにせずに「呑む・打つ・買う」の遊興に
明け暮れて⽣活費を⼊れないどころか、借⾦まで背負い込む始末とＴＶでよく聞くような「悲惨」
な話が聞こえてきます。離婚だけでは無く、交通事故や⽕災事故、弊社サービスの範疇にある
出来事には最⼤の努⼒と解決に向けて知恵と気持ちで⽇々、お応えしていることは勿論です。
私達は「業務上知り得た情報は守秘義務がある」のでお困りの時にはもどんなこともご相談下さい。

離婚事由そのものをどうにか出来るわけでは無いのですが、私たちのお客様を護るという観点から
弁護⼠や司法書⼠等々と云ったプロの⼠業やその道の専⾨家がお客様としても、仲間としても多く
いらっしゃいますのでその⽅々の能⼒や指向性、専⾨性と⾔った中⾝に即したご紹介が出来るので
お客様とお付き合いから考え⽅や想いを知る代理店だから「価値観」「相性」といった観点での
ご紹介が出来るあたりが最⼤のメリット（違い）であると思います。
もちろん離婚以外にも相続に関わるような不動産の専⾨家や墓終いや建築の専⾨家等々幅広い⽅々
にお繋ぎする事ができるので個⼈としても事業主・法⼈様にもお役に⽴っているところです。

特に今の時代は、弁護⼠特約等の普及に伴い、⼿軽に法的な判断やそのルール内での解決が⾶躍的
に増えており、⾃分に合った⾃分を代弁してくれる弁護⼠(を含む専⾨家)を探すのは必要ですが、
⼿軽にはその弁護⼠に出会えないといった難しい⾯があり悩みどころではないでしょうか？？

そこでお役に⽴つのが上記の背景を鑑みた「ヤンの弁護⼠（等）紹介サービス」です。
ご紹介については、⽬的と必要性と融和性・有効性等多⾓的にをお聞きしながらご紹介しますが、
弊社のお客様の相談やご紹介は・・・もちろん、無料です。
その後の弁護⼠や他の⼠業様との打合せにより各々規定により業務に関する費⽤は掛かります。
弊社からのご紹介があれば、ほんのアドバイス程度なら無料の場合もあるようです。

⼜、弊社にご契約のない⽅も同様に無料でご利⽤頂ける場合もありますのでお気軽にご相談ください。
弊社の提供する全ての本サービスについては成果を保証するものではありません。



上記にある「お客様への利便性や保護の提供を⽬的とする無料サービス」です。

どこかのCMで聞き覚えがある「そこまでやるから選ばれる」は、弊社にとっては創業以来５０年
当たり前のこととして「やっている」事の⼀つです。

※お問い合わせは、弊社ＨＰからのみお受けしております。（緊急の場合はその限りではありません）
https://sv114.wadax.ne.jp/~yan-gr-jp/mailform.html


